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別紙第４

建設工事請負契約条項運用基準

１ 対象工事

この建設工事請負契約条項運用基準は、１件につき契約金額が予算決算

及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の２第１項に規定す

る金額以上の工事に適用する。ただし、それ以外の工事への適用を妨げる

ものではない。

２ 条項補則第６８条関係

(1) 補則第６８条においては、次のとおりとする。

ア 「(1) 解体工事に要する費用」については、分別解体及び運搬車へ

の積込みに要する費用とし、解体工事に伴う仮設費及び運搬費並びに

工事現場内における仮置き等に伴う荷下し・積込み費用は含まないも

のとして、受注者と当該工事の実施をつかさどる部署（以下「工事担

当部署」という。）において協議を了した直接工事費を記入する。

イ 「(2) 再資源化等に要する費用」については、特定建設資材廃棄物

の処分等に要する費用及び運搬に伴う費用とし、工事現場内における

仮置き等に伴う運搬費は含まないものとして、受注者と工事担当部署

において協議を了した直接工事費を記入する。

ウ 「(3) 分別解体等の方法」は、受注者と工事担当部署において協議

を了した方法を記入する。

エ 「(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地」は、受注者と工事

担当部署において協議を了した施設名称等を記入することとし、特定

建設資材廃棄物の種類により受入先が異なる場合等は複数記入する。

(2) 別紙第１、別紙第２及び別紙第３のいずれかを当該請負契約書に添付

することとされているので、遺漏のないよう措置すること。

なお、細部については次のとおりとする。

ア 当該工事の契約事務をつかさどる部署（以下「契約担当部署」とい

う。）は、落札者が決定したときには直ちに落札者に対し契約関係書

類を交付するとともに、期限までに契約関係書類を工事担当部署に提

出し、協議を了しなければならないことを説明すること。

イ 工事担当部署は、アの書面の提出を受けたときは、期限までにその

記載内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を

受けて、契約担当部署に報告することとし、この報告に基づき契約担



1 - 1 - 45

当部署は契約書を作成するものとする。

(3) 受注者が共同企業体の場合においては、受注者の住所、会社名及び代

表者氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びそ

の他の構成員の住所、会社名及び代表者氏名を記入し、押印するものと

する。

３ 条項に係る追加事項

設計・施工一括発注方式（設計・施工一括発注方式について（防整施第

６９４２号２８．３．３１）別紙の第２項第１号に規定する設計・施工一

括発注方式をいう。）又は標準図活用発注方式（標準図等活用発注要領に

ついて（防整技第７１８０号２８．３．３１）に規定する発注方式をいう。）

により発注した工事について、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）上、

建築士の資格を必要とする設計業務に係る設計業者が確定した際、次の手

続により、速やかに契約変更の手続を行うものとする。

(1) 建築士法第２２条の３の３に関する手続

ア 契約担当部署は、設計業者が確定したときには直ちに落札者等に対

し契約関係書類を交付するとともに、期限までに建築士法第２２条の

３の３に定める内容について、工事担当部署との協議を了しなければ

ならないこと及び付紙には協議を了した内容を記載しなければならな

いことを説明する。

イ 工事担当部署は、建築士法第２４条の７第１項に基づく説明を受け

る際、落札者等に付紙の提出を求める。

ウ 工事担当部署は、付紙の提出を受けたときは、期限までにその記載

内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を受け

て、契約担当部署に報告する。

エ 契約担当部署は、ウの報告を受けたときは、補則第６９条の次に「建

築士法第２２条の３の３に定める記載事項 別紙のとおり」を加え、

契約書に付紙を添付する旨契約書に記載した内容の変更を行うものと

する。

４ 第１条関係（総則）

(1) 第３項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らか

にするため、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をい

う。）に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるこ

ととしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要

性を十分検討し、必要最小限度のものとする。
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(2) 第１２項において、受注者が共同企業体の場合には、契約担当官等（防

衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第２条

に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）と受注者との間では全て

の行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととされているので、遺漏

のないよう措置すること。

(3) 秘密を要する調達に係る契約においては、「受注者は、特約条項の定

めるところにより、秘密の保全を確実に行わなければならない。」と記

載すること。

５ 第２条関係（関連工事の調整）

関連工事における工程等の調整はこの条において契約担当官等の義務と

しているが、その運用に当たっては「工事監督の実施細目について（防整

技第７１６５号２８．３．３１）」（以下「実施細目」という。）の規定に

従い、重要なものについては総括主任工事監督官等が、その他については

主任工事監督官等が行うものとする。

６ 第３条関係（請負代金内訳書及び工程表）

(1) 受注者から請負代金内訳書及び工程表を提出させる期間は、工期、工

事等の態様により１４日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟

酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

(2) 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当

官等及び受注者を拘束するものではないので、第２６条の規定による請

負代金額の変更、第３１条の規定による天災その他不可抗力による損害

の負担、第４０条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっ

ては、工程表を参考にして設計書の内訳書により行うものとすること。

(3) 請負代金内訳書は、前号の確認を行うに当たり、参考までに受注者の

積算の考え方を承知しておくために提出させるものであり、証拠書類と

して取り扱わないので該当工事の履行終了後、破棄しても差し支えない。

(4) 契約担当官等が請負代金内訳書を必要としない場合は、請負代金内訳

書に関する部分を削除したものとする。

７ 第４条関係（契約の保証）

(1) 建設工事等に係る契約の保証に関する取扱いについて（防整施第

６９４５号２８．３．３１）の別紙第１項第３号に該当する場合は、こ

の条は削除する。

(2) 第４条の２を適用する工事は、１件につき予定価格が国の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）
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第３条第１項に規定する財務大臣の定める額以上の工事又は特段の事情

があると認められる工事とする。

８ 第５条関係（権利義務の譲渡等）

第３項を使用しない場合は、同項及び第４項を削除する。

９ 第７条関係（下請負人）

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工

事現場の担当責任者の名称等を含むものである。

１０ 第９条関係（監督官）

(1) 第３項にいう「２名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたと

き」とは、実施細目第４条に規定する同一の監督業務について２名以上

の監督官を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それ

ぞれの職務内容を監督官に明示すること。

(2) 第４項は、第１条第５項の特則を規定したものではなく、契約書では

なく設計図書において権限が創設される監督官の指示又は承諾につい

て、原則として、書面によることを定めたものである。

１１ 第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等）

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項の工事に該当

しない場合、第１項第２号中「専任の」を削除する。

(2) 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、

さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在し

ていることを意味するものである。

(3) 「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者

において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものである。した

がって、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その

他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。

(4) 第３項について、次のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代

理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないも

のとして取り扱うこと。

ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開

始されるまでの期間

イ 第２１条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時

中止している期間

ウ 橋 梁 、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の等の
りよう

電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われ
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ている期間

エ アからウまでに掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行わ

れていない期間

１２ 第１１条関係（履行報告）

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告だけ

でなく、施工計画書、実施工程表等の履行計画についての報告も含むも

のである。

１３ 第１３条関係（工事材料の品質及び検査等）

(1) 第３項の日数については、検査の態様、施工条件等により７日とする

ことが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又
しん

は短縮した日数を記載できるものとする。

(2) 第５項の日数については、工事材料の態様、施工条件等により７日と

することが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延

長又は短縮した日数を記載できるものとする。

１４ 第１４条関係（監督官の立会い及び工事記録の整備等）

第４項及び第５項前段の日数については、立会い又は見本検査の態様、

施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌

の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

１５ 第１５条関係（支給材料及び貸与品）

第１項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最

終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。

１６ 第１７条関係（工事用地の確保等）

(1) 第１項は、契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものである

が、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗

状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するために用地を必要とする

日をいう。

(2) 第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還す

ることが含まれる。

(3) 第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれ

る。

１７ 第２１条関係（工事の中止）

(1) 第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一

部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を

施工できないと認められるときとする。
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(2) 第３項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工

事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持るため必要とされる費

用、中止に伴い不用となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費

用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費

用等をいう。

１８ 第２５条関係（工期の変更方法）

(1) 第１項の「工期の変更」とは、第１５条第７項、第１６条第４項、第

１８条第１項、第１９条第５項、第２０条、第２１条第３項、第２３条

第１項、第２４条第１項及び第４６条第２項の規定に基づくものをいう。

(2) 第１項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は

短縮した日数を記載できるものである

(3) 第２項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第１５条第７項におい

ては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等

の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第１６条第

４項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引き渡した

日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第１８条第１項においては、

監督官が改造の請求を行った日、第１９条第５項においては、設計図書

の訂正又は変更が行われた日、第２０条においては、設計図書の変更が

行われた日、第２１条第３項においては、契約担当官等が工事の施工の

一時中止を通知した日、第４６条第２項においては、受注者が工事の施

工の一時中止を通知した日とする。

１９ 第２６条関係（請負代金額の変更方法等）

(1) 第１項の「請負代金額の変更」とは、第１５条第７項、第１６条第４

項、第１８条第１項、第１９条第５項、第２０条、第２１条第３項、第

２３条第２項、第２４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づくもの

をいう。

(2) 第１項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は

短縮した日数を記載できるものである。

(3) 第２項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第１５条第７項

においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給

材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第

１６条第４項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引
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き渡した日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第１８条第１項に

おいては、監督官が改造の請求を行った日、第１９条第５項においては、

設計図書の訂正又は変更が行われた日、第２０条においては、設計図書

の変更が行われた日、第２１条第３項においては、契約担当官等が工事

の施工の一時中止を通知した日、第２３条第２項においては、受注者が

同条第１項の請求を行った日、第２４条第２項においては、契約担当官

等が同条第１項の請求を行った日、第４６条第２項においては、受注者

が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

(4) 第３項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」

とは、第１５条第７項、第１６条第４項、第１８条第１項、第１９条第

５項、第２０条、第２１条第３項、第２３条第２項、第２４条第２項及

び第４６条第２項の規定に基づくものをいう。

２０ 第２７条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

(1) 第１項の請求は、残工事の工期が２月以上ある場合に行うことができ

るものとする。

(2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の

出来形部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して、

１４日以内で契約担当官等が受注者と協議して定める日において、主任

監督官等に確認させるものとする。この場合において、受注者の責めに

より遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含

めるものとする。

(3) 第３項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものである。

(4) 第４項に規定する再スライドを行う場合は、第１号から前号までを準

用すること。

(5) 契約担当官等は、現場説明書により第１号及び第２号の事項を了知さ

せること。

(6) 第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動さ

せるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。

(7) 第７項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

(8) 前各号に定めるもののほか、この条の適用に当たっての細部事項につ
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いては、整備計画局施設技術管理官が定める。

２１ 第３１条関係（不可抗力による損害）

(1) 第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金

額をいう。

(2) １回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０

万円を超えるときは２０万円）に満たない場合は、第４項の「当該損害

の額」は０として取扱うこと。

(3) 第４項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第２項により確

認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。

(4) 契約担当官等は、現場説明書により第１号及び第２号の事項を了知さ

せること。

２２ 第３２条関係（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第１項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

２３ 第３７条関係（前金払）

(1) 第３項における中間前金払の対象となる範囲、割合及び条件について

は、次のとおりとする。

ア 中間前金払の範囲は、１件の請負代金額が１，０００万円以上であ

って、かつ、工期が１５０日以上の工事とする。

イ 中間前金払の割合は、請負代金額の１０分の２以内とする。ただし、

中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の１０分の６

を超えてはならないものとする。

ウ 中間前金払の条件は、工期の２分の１を経過し、かつ、おおむね工

程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗額が請

負代金額の２分の１以上であることとする。

(2) 第４項における中間前金払の認定については、次のとおりとする。

ア 契約担当官等又は契約担当官等が指定する者（以下「認定者」とい

う。）は、受注者から、中間前金払に係る認定の請求があったときは、

前号ウに掲げる条件を満たしているか否かの確認を実施する。

イ 認定者は、アの確認の結果が妥当であると認定したときは、認定調

書を２部作成し、１部を受注者に交付し、１部を受注者の提出する請

求書に添えるものとする。

ウ 認定者は、第１１条（履行報告）の規定に基づく報告をもって認定
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することができる。

エ 認定者は、請求のあった日の翌日から起算して７日以内には、認定

を行うものとする。

(3) 契約担当官等は、請負代金額の一部を工期中途において支出する必要

がある場合で、これを中間前金払又は部分払のいずれかの選択について、

現場説明書等において了知することとする。

(4) 契約に当たり、部分払を選択した工事にあっては、第３項及び第４項

を削除することとし、中間前金払を行わないこととする。

２４ 第３８条関係（保証契約の変更）

第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証

契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の

保証金額は、減額後の前払金額を下らない額とする。

２５ 第４０条関係（部分払）

(1) 第６項の日数については、工期、工事の態様等により１０日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、１４日未満で、かつ、必

要な範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。

(2) 契約に当たり、中間前金払を選択した工事にあっては、部分払を行わ

ないこととする。

２６ 第４１条関係（部分引渡し）

第２項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものである。

２７ 第４２条関係（国債に係る契約の特則）

(1) 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。

ア 各会計年度における請負代金の支払の限度額(○年度約○％以内と

割合で明示すること。)

イ 各会計年度における請負代金の支払の限度額及び出来高予定額は、

受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。

(2) 支払限度額の決定は、各工事ごとに各会計年度の予想出来高を算出の

上、年割り額を超えないよう調整し決定すること。

(3) 支払限度額及び出来高予定額は、契約会計年度の翌会計年度以降に国

債の減額があった場合及び次号のただし書きの場合を除き、原則として

変更しないものとする。

(4) 各工事ごとに各会計年度の所定の前金払及び部分払を行った結果、そ
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の支払額の合計が各会計年度の支払限度額に達しない場合は、全て繰越

手続きを行うものとする。ただし、１事項における各工事の支払限度額

を変更することによって、１事項の支払限度額に達する場合は、部分払

を行う前に各工事の支払限度額を変更して繰越を避けても差し支えな

い。この場合、出来高予定額も支払限度額に対応するよう変更するもの

とする。

２８ 第４３条関係（国債に係る契約の前金払の特則）

(1) 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。

ア 前金払の支払条件

イ 契約会計年度の翌会計年度に前払金の請求をする場合は、翌会計年

度の予算が成立し予算の執行が可能となる時期以前においては請求す

ることができないこと。

(2) 契約会計年度に前金払の一部を、翌会計年度にその残額を支払う場合

は、第４３条第３項の（ ）書に契約会計年度の支払金額を記入す

ること。

(3) 国債に係る中間前金払の条件については、２３第３７条関係第１号ウ

中「工期の２分の１」とあるのは「各会計年度の工事実施期間の２分の

１」と、「請負代金額の２分の１」とあるのは「各会計年度の出来高予

定額の２分の１」と読み替えてこれらの規定を準用する。

２９ 第４４条関係（国債に係る契約の部分払の特則）

(1) 契約担当官等は、現場説明書等により各会計年度における部分払の回

数を了知させること。

(2) 中間前金払を選択した工事において、請負代金相当額が各会計年度の

出来高予定額（最終年度に係るものを除く。）を超えた場合（第４１条

に規定する指定部分の工事にあっては、当該出来高予定額に達した場合）

に限り、部分払を行うことができる。

３０ 第４２条から第４４条関係

契約が国債に基づかない場合は、この条は削除する。

３１ 第４７条関係（契約不適合責任）

第４条を適用する工事については、第４７条第１項を、第４条の２を

適用する工事については、第４７条の２第１項を適用するものとし、不

要な条項は削除する。

３２ 第４９条関係（発注者の催告による解除権）

(1) 第４条の規定を適用する場合、第１項第５号中の「又は第４７条の２



1 - 1 - 54

第１項」を削除し、第４条の２の規定を適用する場合は、同項同号中の

「第４７条第１項又は」を削除する。

(2) 第５条第３項を使用しない場合は、第１号を削除する。

３３ 第５０条関係（発注者の催告によらない解除権）

第５条第３項を使用しない場合は、第２号を削除する。

３４ 第５２条関係（公共工事履行保証証券による保証の請求）

第４条の規定を適用する場合、第１項中の「の２」を削除する。

３５ 第５６条関係（解除に伴う措置）

(1) 第６項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還す

ることが含まれる。

(2) 第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれ

る。

３６ 第５７条関係（発注者の損害賠償請求等）

(1) 検査期間は遅延日数に算入しないこと。

(2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日か

ら契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅

延日数を算定すること。

３７ 第５９条関係（契約不適合責任期間等）

第１項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事

ごとに定めるものとし、原則として２年とする。

ただし、設備機器本体等の当該期間は１年とする。

３８ 第６４条関係（あっせん又は調停）

(1) 建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、

国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事

許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会として記入すること。

(2) 一般競争に付した工事の請負契約においては、第１項の審査会は中央

建設工事紛争審査会とする。


